
保健師に係る研修のあり方等に関する検討会について

【趣旨】
「地域における保健師の保健活動
について」（平成25年４月19日付
け健発0419第１号）の中で、地方
公共団体（以下「自治体」とい
う。）に所属する保健師について、
日々進展する保健、医療、福祉、
介護等に関する専門的な知識及び
技術、連携・調整に係る能力、行
政運営や評価に関する能力を養成
するよう努めることとされており、
自治体は研修等により体系的に人
材育成を図っていくこととされて
いる。
しかし、国や自治体等が実施し

ている保健師の研修については、
必ずしも系統的に行われていない
こと等が課題とされていることか
ら、これらの課題を解決するため、
平成26年５月より保健師に係る今
後の研修のあり方等について検討。
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保健師に係る研修のあり方等に関する検討会最終とりまとめ(平成28年3月)
～自治体保健師の人材育成体制構築の推進に向けて～ 主なポイント

地域保健対策の主要な担い手である自治体保健師の能力養成は、保健福祉施策の推進において重要で
あり、各自治体では体系的な人材育成を図ることが必要である。
本検討会では、自治体における研修体制構築の推進策等に係る議論を行い、その成果をとりまとめた。

○ 各保健師の能力の獲得状況を的確に把握するため、各自治体で能力の成長過程を段階別に整理
したキャリアラダーの策定が必要 ⇒「自治体保健師の標準的なキャリアラダー」を提示

○個々の保健師の業務経験や研修受講履歴等を記録する共通の様式を用いて、個別性に着目した人
材育成を推進 ⇒「人材育成支援シート」 の活用方法と記載事項例を提示

○ 個別性に着目した人材育成により、産休・育休等により長期間職場を離れた保健師のキャリア継
続を支援

○ 統括保健師の育成のため、ジョブローテーションによるOJTと研修を組み合わせた早期からの計画
的な人材育成が必要 ⇒統括保健師に求められる能力を提示

○ 自治体内の人材育成関係各部署が連携して保健師のキャリアパスを作成するプロセス等を通して、
体系的な人材育成体制構築を推進

○ 都道府県による市町村支援や教育機関等との連携を推進し、全国自治体保健師の人材育成の取
組を推進

○ 国は、本最終とりまとめに示された推進方策を関係機関と連携して周知等に取組み、国立保健医療
科学院は、研修を受講した都道府県等の保健師が当該地域の保健師の育成に寄与するといった波及
果を生むよう研修の質向上に努める

個々の保健師の目標や能力の獲得状況、ライフステージ等の多様性に応じた、効果的な人材育成体制
構築と人材育成を一層推進 2


